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定期監査及び財政援助団体等監査結果の報告について

 地方自治法第 199 条第４項及び第７項の規定に基づき、定期監査及び財政援助団体等監

査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果を別紙のとおり報告する。
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定 期 監 査 結 果 報 告 

１．監査の対象、期間及び監査日 

対    象 
監 査 日 

部 課 名 期  間 

建 設 部

道 路 河 川 課
平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 元 年 1 1 月 まで 

令和２年１月 28 日 

都 市 整 備 課
平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 元 年 1 1 月 まで 

令和２年１月 28 日 

都 市 計 画 課
平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 元 年 1 2 月 まで 

令和２年２月 26 日 

建 築 住 宅 課
平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 元 年 1 2 月 まで 

令和２年２月 26 日 

企 画 部

秘 書 政 策 課
平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 ２ 年 ２ 月 ま で 

令和２年４月 28 日 

広報広聴・ｼﾃｨ
ﾌ ﾟ ﾛ ﾓ ｰ ｼ ｮ ﾝ課

平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 ２ 年 ２ 月 ま で 

令和２年４月 28 日 

財 政 課
平 成 3 1 年 ４ 月 から 
令 和 ２ 年 ２ 月 ま で 

令和２年４月 28 日 

２．監査の方法 

   提出された監査資料、関係帳票及び証ひょう書類を抽出調査するとともに、

関係職員から説明を聴取し、事務執行が関係法令に基づき適正に執行されて

いるかどうかを市監査基準に基づき監査した。 

３．監査の結果 

   監査した事務は、概ね適正に処理されていると認められたが、一部におい

て改善・検討を要する事項が見受けられた。その監査結果の概要は、次のと

おりである。なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都

度、関係職員に対して改善又は検討を要望したので記述を省略した。 

【建設部 道路河川課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

平成 30 年 12 月に完成した西御殿川ポンプ場の建物について、取得時に建物

台帳が作成されなかったため、平成 30 年度中に取得した建物として財産に関

する調書に含まれていなかった。これは、ポンプ場の稼働に合わせて建物台帳

を作成するという誤った認識により、令和元年 12 月に建物台帳が作成された

ことに起因するものである。建設工事で取得した建物は、引渡しを受けた際の

建物台帳作成を徹底するなど、財産の状況を適正に公有財産台帳へ反映される

よう要望する。
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【建設部 都市整備課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

都市整備課の所管する外郭団体の会計事務について、監査対象期間の８か月

の間に、職員による立替払が３回行われていた。これは、会計事務が担当者任

せとなり、組織としての確認が形骸化していたものと考えられる。立替払につ

いては、磐田市準公金の取扱い基準において明確に禁止されているので、組織

において、改めて準公金としての適正な管理方法について確認し、実施される

よう要望する。

【建設部 都市計画課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 

【建設部 建築住宅課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 

【企画部 秘書政策課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 
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【企画部 広報広聴・シティプロモーション課】 

指摘事項 

現金管理において、つり銭資金の交付を受けた時又は現金を領収した時は、

現金残高を確認しつり銭資金整理簿へ記載することとされているが、交付さ

れているつり銭資金及び領収した現金について、現金残高確認が毎日行われ

ておらず、つり銭資金整理簿の作成及び記載がされていなかった。また領収

書については、予め連番号を付すこととされているが、付されていないもの

が見受けられた。現金管理及び領収書の取扱いについて、改めて財務諸規程

の基本事項を確認し、今後は厳正な管理をされたい。 

所見（要望事項） 

  特になし 

【企画部 財政課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 
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